
 見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。 

  令和７年３月２１日 

 見附市長  稲 田  亮 

見附市条例第５号 

   見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例（昭和３４年見附市条例第４３

号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１号中「８０３，７００円」を「８１２，５００円」に改め、同条第２

号中「６１３，５００円」を「６２０，２００円」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 


